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お知らせ  

第第２２回回御御宿宿台台地地区区地地区区計計画画にに関関すするる  
説説明明会会のの開開催催ににつついいてて  

町では、御宿台地区における建築協定が平成２０年１２月３１日
をもって期間満了することに伴い、現在の住環境を維持保全
するための施策として、地区計画の導入に向けて検討しています。 

このことから、前回に引き続き、住民や地権者等の皆さんからご
意見等をいただく為、以下のとおり住民説明会を開催します。 
【日程】５月３１日（土） １３：００～１５：００ 
【場所】御宿台集会所 大ホール 
【問い合わせ】建設環境課 建設水道班 TEL６８－６６９４ 
 

住住宅宅用用火火災災警警報報器器のの設設置置がが必必要要でですす  
これまで、一定規模以上のアパートなど、一部の住宅にのみ

義務化されていた火災警報器の設置が、一般の既存住宅に
ついても６月１日から義務付けられます。一般住宅での建物火災
による死者数が増加していることから、火災を早期に発見し、
逃げ遅れを防ぐことを目的とするものです。 
 火災警報器は、防災設備取扱店や電気屋、ホームセンター等
で取り扱っています。住宅火災から大切な命を守るため、火災警
報器を設置しましょう。 
※消防署員を装い、不適切な価格で販売を行う悪質な例が増え

ています。訪問販売等には十分注意してください。 
【設置場所】寝室及び台所 

（寝室が２階等の場合は、階段にも設置が必要） 
【問い合わせ】夷隅郡市消防本部予防課 TEL８２－４５４５ 

御宿分署 TEL６８－６３１０ 
 

予予約約制制にによよるる年年金金相相談談・・手手続続ききににつついいてて  
 千葉県内の社会保険事務所及び年金相談センターでは、「年
金」及び「ねんきん特別便」についての相談・手続きを予約制で
実施しています。 
【事前予約専用電話】 
 千葉社会保険事務所  TEL０４３－２４２－６３２４ 
 千葉年金相談センター TEL０４３－２４１－１１６５ 
【予約方法等】 
①年金の相談・手続きの予約は、相談等実施日の１カ月前から

前日まで、予約専用電話または社会保険事務所、年金相談セ
ンター窓口にて受け付けています。 

②受け付けする際に、「基礎年金番号」「氏名」「住所」「電話番
号」「相談内容」等について確認します。（お手元に年金手帳
または基礎年金番号通知書をご用意ください。） 

 
募 集  

月月のの沙沙漠漠記記念念館館長長をを募募集集ししまますす  
【応募要件】グラフィックデザインまたは学芸員等の経験をお持

ちの方で心身ともに健康な方 
【応募方法】市販の履歴書に必要事項を記入のうえ、役場４階

総務課まで提出してください 
【応募期間】６月２日（月）～６月２７日（金） 

※郵送可 ６月２７日必着 
【試験内容】面接  

※試験の日時及び場所については別途通知 
【問い合わせ】総務課 TEL６８－２５１１ 
 
お知らせ  

児児童童手手当当現現況況届届のの提提出出ににつついいてて  
児童手当を受給している方は、毎年６月に「現況届」を提出

する必要があります。 
この届は、毎年６月１日における状況を記載し、児童手当を

引き続き受ける要件があるかを確認するためのものです。この
届出がないと、６月以降の手当が受けられなくなりますのでご注意
ください。 
 なお、現況届の提出が必要な方には、５月末に書類を送付
します。ご不明な点は、お問い合わせください。 
※前年度に所得制限で児童手当を受給できなかった方、申請を

していない方は、新たに認定請求書の提出が必要となります。  

扶養親族の数 　所得制限
　 限度額（万円） 扶養親族の数 　所得制限

　 限度額（万円）
0人 460 0人 532
1人 498 1人 570
2人 536 2人 608
3人 574 3人 646
4人 612 4人 684
5人 650 5人 722

［厚生年金などの加入者の場合、特例により
以下の限度額が適用されます］

平成２０年度所得制限限度額

  
【提出期限】６月３０日（月）まで 
【問い合わせ】保健福祉課 福祉事業班 TEL６８－６７１６ 

 
お知らせ  

献献血血ににごご協協力力くくだだささいい  
《《２２００００ｍｍｌｌ・・４４００００ｍｍｌｌ》》  

【期日等】６月１７日（火） 
御宿町保健センター      １０：００～１１：４５ 
特別養護老人ホーム外房  １３：３０～１４：１５ 
御宿町公民館          １５：００～１５：４５ 

※献血者の本人確認ができる証明書（運転免許証や健康保険証
等）をご持参ください。 

【問い合わせ】保健福祉課 保健事業班 TEL６８－６７１７ 
 

６６月月ののＢＢ＆＆ＧＧ健健康康運運動動教教室室  
○かんたんエアロビクス 

６日（金）、２０日（金） １４：００～１５：００ 
○ステップエアロビクス 

１３日（金）、２７日（金） １４：００～１５：００ 
※保険については、各自で加入をお願いします。すでに加入

されている方は必要ありません。 
【問い合わせ】Ｂ＆Ｇ海洋センター TEL６８－４１４３ 
 

６６月月のの心心配配ごごとと相相談談  
【開催日】 ２日（月）（一般・行政・障害者相談） 
      ２３日（月）（一般・人権相談） 
【場所等】地域福祉センター ９：００～１２：００ 
【問い合わせ】町社会福祉協議会 TEL６８－６７２５  
 

道道路路側側溝溝蓋蓋
ふた

のの盗盗難難ににつついいてて  
最近、町内及び近隣市町において、道路側溝の金属性蓋

の盗難が頻発しています。非常に危険ですので、発見した場
合は以下までご連絡ください。 
【連絡先】 
○町  道   建設環境課 建設水道班 TEL６８－６６９４ 
○国道・県道 夷隅地域整備センター TEL６２－３３１１ 
 

特特定定疾疾患患医医療療受受給給者者票票のの  
                  更更新新ににつついいてて  

特定疾患医療受給者票をお持ちの方は、更新の手続きが
必要です。受付期間は、６月２日（月）から８月２９日（金）です。
（平日受付） 

更新案内の書類は、送付済みですが、紛失の場合やご不
明な点がありましたら、以下まで問い合わせください。 
【問い合わせ】夷隅健康福祉センター（夷隅保健所） 

TEL７３－０１４５ 



  
募 集  

明明るるいい選選挙挙啓啓発発ポポススタターー  
作作品品募募集集（（一一般般のの部部））  

県選挙管理委員会及び県明るい選挙推進協議会では、明る
い選挙の推進に役立つポスター作品を以下のとおり募集します。 
【応募基準】 
（１）内容     明るい選挙の推進を表すもの 
（２）応募資格  自由（ただし、１人１点自作のもの） 
（３）締切日   ９月１日（月）まで 
（４）提出先   町選挙管理委員会（総務課） 
（５）画材     描画材料は自由 

（紙や布など、絵の具材料だけに限りません） 
（６）大きさ    ４５ｃｍ×３０ｃｍのものから 

５５ｃｍ×４０ｃｍのものまで 
（７）応募上の注意 

ア 作品のうら右下に、住所、氏名（ふりがな）、年齢を必ず記入
してください。 

イ 応募作品は、原則として返却しません。 
ウ 入賞作品の版権は主催者に属し、作品は展覧会の実施

や選挙啓発ポスターへの使用等、有効利用させていただき
ます。その際には、作成者の市町村名及び氏名を公表
させていただきます。 

【審査】町選挙管理委員会、県選挙管理委員会及び県明るい
選挙推進協議会で審査を行い、優秀作品を選出します。 
※入賞者には賞状及び副賞を贈呈 

【発表】１１月下旬予定 
【問い合わせ】町選挙管理委員会 TEL６８－２５１１ 
 
お知らせ  

旧旧日日本本赤赤十十字字社社救救護護看看護護婦婦等等にに  
対対すするる書書状状贈贈呈呈ににつついいてて  

国では、先の大戦において、外地等（事変地の区域または
戦地の区域）に派遣され、戦時衛生勤務に従事された旧日本
赤十字社救護看護婦及び旧陸海軍従軍看護婦の方（慰労給付金
受給者を除く）に対して、その御労苦に報いるため、内閣総理
大臣名の書状を贈呈しております。詳しくは以下までお問い
合わせください。 
※御本人や御家族からの御連絡をお待ちしております。 
【請求期限】平成２１年３月３１日まで 
【問い合わせ】総務省大臣官房管理室 TEL０３－５２５３－５１８２ 

 
募 集  

８８００２２００（（ハハチチママルル・・ニニイイママルル））運運動動  
普普及及作作文文・・標標語語募募集集  

８０歳で２０本の歯を保つことを目標とした歯の健康づくりの啓発
のため、歯科疾患（むし歯及び歯周疾患）の予防に関する作文
及び標語を以下のとおり募集します。 
【主催】千葉県 各市町村 県歯科医師会 郡市歯科医師会 

県歯科衛生士会 
【応募基準】歯科疾患（むし歯及び歯周疾患）の予防に関するもの 

○応募作品は創作で未発表のものに限ります。 
○著作権は主催者に帰属し、応募された作品は原則として

返却しません。 
【応募について】 

（作文）○御宿町に在住・在勤している２０歳以上の方 
○４００字詰め原稿用紙５枚以内とし、題名・住所・

氏名・年齢・職業・電話番号を明記 
（標語）○御宿町に在住・在勤・在学している方 

○「標語」を記載のうえ、住所・氏名・電話番号を明記
（用紙の指定はありません） 

【応募期間】６月６日（金）まで ※郵送可 当日消印有効 
【応募先・問い合わせ】保健福祉課 保健事業班 TEL６８－６７１７ 
 
お知らせ 
 
町商工会女性部からのお願い 

ああななたたのの大大切切ななおお着着物物をを  
おお譲譲りりくくだだささいい  

町商工会女性部では、毎年雛祭りの時期に「おんじゅく まち
かど つるし雛めぐり」を実施しています。本事業を継続的に実施
していくため、お宮参りや七五三、成人式で着用した着物等を
つるし飾りの材料として提供していただける方を探しています。 

大切な着物を譲っていただける方は、以下までご連絡ください。 
【連絡先・問い合わせ】町商工会事務局 TEL６８－２８１８ 
 

千千葉葉県県立立夷夷隅隅特特別別支支援援学学校校  
学学校校公公開開ののおお知知ららせせ  

【期日】６月２４日（火）、２５日（水） ９：３０～１２：００ 
【内容】小・中・高学部の授業参観及び施設参観、質疑応答 
【問い合わせ】夷隅特別支援学校 TEL８６－４１１１ 

 
お知らせ  

月月見見草草をを咲咲かかせせるる会会  
ババススツツアアーーののごご案案内内  

月見草を咲かせる会では、「河口湖ハーブフェスティバルと
オルゴールの森」バスツアーへ参加する方を募集しています。 
【期日】７月１日（火） ６：１５～２０：００ 
【集合場所】公民館 （６：００集合 ６：１５出発） 
【参加費】５，０００円（当日徴収します。） 

※弁当持参（食堂有り） 
【募集人数】４５名（先着順） 定員になり次第締め切ります。 
【受付期間】６月２２日（日）まで 
【問い合わせ】月見草を咲かせる会 会長 本吉 TEL６８－２２０４ 
 

電電波波ののルルーールルをを守守りりままししょょうう  
――電電波波利利用用保保護護旬旬間間――  

総務省では、６月１日から６月１０日までを「電波利用保護
旬間」として、電波を正しく利用していただくための周知・啓発活動
及び不法無線局の取り締まりを強化しています。 

ルールを守らない不法な無線局は、テレビ・ラジオ放送や携帯
電話などの身近なものから、警察・消防・救急用無線などの人命
に関わる重要な無線に対して混信・妨害を与えるなど、私たちの
生活や安全をおびやかします。 

安全で豊かな社会を実現するために、電波はルールを守り、
正しく使いましょう。 
【問い合わせ】関東総合通信局 
 ○不法無線局による混信・妨害 TEL０３－６２３８－１９３９ 
 ○テレビ・ラジオの受信障害 TEL０３－６２３８－１９４５ 
 ○放送相談（地上デジタル放送） TEL０３－６２３８－１９４４ 
 

国立歴史民俗博物館 企画展 

近近代代医医学学のの発発祥祥地地・・佐佐倉倉順順天天堂堂  
【会場】国立歴史民俗博物館 第３展示室 
【期間】６月３日（火）～６月２９日（日） ９：３０～１６：３０ 
    ※月曜日休館 
【料金】一般 ４２０円/高校・大学生 ２５０円/小・中学生 無料 

※毎週土曜日は、高校生の入館が無料です 
【問い合わせ】国立歴史民俗博物館 TEL０４３－４８６－０１２３ 

佐倉市城内町１１７ 


